
令和３年４月八戸市議会臨時会 

提 出 議 案 



４ 月 市 議 会 臨 時 会 に 付 議 す べ き 事 件 

議案第89号 令和３年度八戸市一般会計補正予算 別冊 

議案第90号 八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事請負契約の締 

結について ３ 

議案第91号 処分事件の報告及びその承認を求めることについて ５ 

（八戸市市税条例等の一部を改正する条例の制定 

の処分） 



－３－ 

議案第90号 

八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事請負契約の締結について 

八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事について、別紙のように請負契約を締結する。 

令和３年４月21日 提出 

八戸市長  小  林  眞 

理 由 

八戸市営魚菜小売市場改修等建築工事の請負契約を締結するためのものである。 



－４－ 

１ 場 所  八戸市大字湊町字久保38番１ 

２ 契約額  265,191,300円 

３ 期 間  契約締結の翌日から令和４年３月31日まで 

４ 契約者  八戸市類家四丁目２番26号 

株式会社石上建設 

代表取締役 岩 渕   仁 

５ その他  請負契約内容細部については、八戸市財務規則による。 



－５－ 

議案第91号 

処分事件の報告及びその承認を求めることについて 

地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり処分したから報告し、承認を求める。 

令和３年４月21日 提出 

八戸市長  小  林  眞 

理 由 

地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る個人市民税の住宅借入金

等特別税額控除の特例の延長、令和３年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税の税負担

の調整、軽自動車税における環境性能割の臨時的軽減の適用期限の延長その他所要の改正を

することを処分したものについて、その承認を求めるためのものである。 



 －６－ 

処分第12号 

 

八戸市市税条例等の一部を改正する条例の制定の処分について 

八戸市市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定することを地方自治法第179条

第１項の規定により処分する。 

 

令和３年３月31日 

 

八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

 

 

 



 －７－ 

八戸市市税条例等の一部を改正する条例 

 

（八戸市市税条例の一部改正） 

第１条 八戸市市税条例（昭和25年八戸市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

第24条の２の２第４項中「所得税法第198条第２項に規定する納税地の所轄税務署長の承

認を受けている」を「令第48条の９の７の２において準用する令第８条の２の２に規定する

要件を満たす」に改め、「次条第４項」の次に「及び第31条の10第３項」を加える。 

第24条の２の３第４項中「所得税法第203条の６第６項に規定する納税地の所轄税務署長

の承認を受けている」を「令第48条の９の７の３において準用する令第８条の２の２に規定

する要件を満たす」に改める。 

第31条の９第１項第１号中「本条、次条第２項及び」を「この条、次条第２項及び第３項

並びに」に改める。 

第31条の10に次の２項を加える。 

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職

手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第８条の２の２に規定する要件

を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、

当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方

法により提供することができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、同項中「退職所

得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受

理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」と

あるのは「提供を受けた時」とする。 

第55条の３中第４項を削り、第５項を第４項とし、第６項を第５項とする。 

第55条の７第５項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければ」を「記載しなければ」

に改める。 

第64条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。 

附則第８条の２第３項中「附則第15条第30項第１号イ」を「附則第15条第27項第１号イ」

に改め、同条第４項中「附則第15条第30項第１号ロ」を「附則第15条第27項第１号ロ」に改

め、同条第５項中「附則第15条第30項第１号ハ」を「附則第15条第27項第１号ハ」に改め、

同条第６項中「附則第15条第30項第１号ニ」を「附則第15条第27項第１号ニ」に改め、同条

第７項中「附則第15条第30項第２号イ」を「附則第15条第27項第２号イ」に改め、同条第８

項中「附則第15条第30項第２号ロ」を「附則第15条第27項第２号ロ」に改め、同条第９項中



 －８－ 

「附則第15条第30項第２号ハ」を「附則第15条第27項第２号ハ」に改め、同条第10項中「附

則第15条第30項第３号イ」を「附則第15条第27項第３号イ」に改め、同条第11項中「附則第

15条第30項第３号ロ」を「附則第15条第27項第３号ロ」に改め、同条第12項中「附則第15条

第30項第３号ハ」を「附則第15条第27項第３号ハ」に改め、同条第13項中「附則第15条第38

項」を「附則第15条第34項」に改め、同条第14項中「附則第15条第39項」を「附則第15条第

35項」に改め、同条中第15項を削り、第16項を第15項とし、第17項を第16項とする。 

附則第９条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度

まで」に改める。 

附則第９条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年度又は令和５年度」

に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令和２年度分」を「令和４年度分又は令和５年度

分」に改め、同条第２項中「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」を「令和４

年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」に、「令和２年度分」を「令和５年度分」に改

める。 

附則第10条の前の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改め、同条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令

和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあっては、

前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条第２項及び第３項中「平成30年度から

令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度分」に改め、同条第４項及び

第５項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改める。 

附則第10条の３中「地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第３号）附則第22条

第１項」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第14条第１項」

に、「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改める。 

附則第11条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度

まで」に改め、同条中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に、「額）」を「額。以下この条において同じ。）」に改め、「負担調整率を乗じて得

た額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準

額）」を加える。 

附則第13条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改め、同条第２項中「令和３年３月31日」を「令和６年３月31日」に改める。 

附則第13条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令和３年３月31日」を

「令和３年12月31日」に改める。 

附則第13条の２の２第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を、「同条第４項」の



 －９－ 

次に「又は第５項」を加える。 

附則第14条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、当該軽自動車が平

成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第３項中「この項及び次項」を「この条」

に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条

第４項中「、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条

に次の３項を加える。 

６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用の乗用のも

のを除く。）に対する第65条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日

から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（営業用の乗用

のものに限る。）に対する第65条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和

３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和

５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の

種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の

適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する第65条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリ

ン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第14条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。 

附則第20条第２項中「令和３年度」を「令和８年度」に改める。 



 －１０－ 

附則第23条に次の１項を加える。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第６条の

２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第５条の３の２第１項の規定の適用につ

いては、同項中「令和15年度」とあるのは「令和17年度」と、「令和３年」とあるのは

「令和４年」とする。 

（八戸市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 八戸市市税条例の一部を改正する条例（令和２年八戸市条例第55号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条のうち、八戸市市税条例第28条第10項の改正規定中「第321条の８第52項」を「第

321条の８第60項」に、「同条第52項」を「同条第60項」に改め、同条第16項の改正規定中

「第321条の８第61項」を「第321条の８第69項」に改め、同条例第29条第４項の改正規定中

「「又は第31項」に」の次に「、「第48条の15の５第４項」を「第48条の15の４第４項」に」

を加え、同条例第31条の改正規定中「第31条第４項」を「第31条第３項中「第48条の15の５

第４項」を「第48条の15の４第４項」に改め、同条第４項」に改め、同条例附則第３条の２

第２項の改正規定の次に次のように加える。 

附則第３条の３第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第81条の24第１項の規定に

より延長された法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削り、同条第２項

中「又は法第321条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の八戸市市税条例（以下「新条例」という。）第24条の２

の２第４項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行う同項に規

定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施

行日前に行った第１条の規定による改正前の八戸市市税条例（次項において「旧条例」とい

う。）第24条の２の２第４項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべ

き事項の提供については、なお従前の例による。 

２ 新条例第24条の２の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第24条の２の２第４項に

規定する電磁的方法による新条例第24条の２の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項

の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第24条の２の２第４項に規定する電磁的方



 －１１－ 

法による旧条例第24条の２の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、

なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和３年

度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

２ 生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）の施行の日から令和３年３月31日までの期

間（以下この項において「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第７号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）附則第

15条第41項に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取

得（同条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条第41項に規

定する機械装置等（以下この項において「機械装置等」という。）（中小事業者等が、同条

第41項に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約に

より機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項

に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受

けた場合における当該機械装置等を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三

輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車の環境性能割について適用し、施行日前に取得

された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の

例による。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前

の例による。 
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